
週休２日工事に関する特記仕様書  

 

(趣旨) 

第１条  本仕様書は、工事現場において週休２日を確保した工事 (以下「週休

２日工事」という。 ) を実施するために必要な事項を定めるもの。  

(工事現場における週休２日 ) 

第２条  工事現場における週休２日とは、一週間のうち日曜日及び土曜日を

現場の閉所日 (以下「休工日」という。)とすることをいう。ただし、休工日

は発注者との協議により、一週間のうち任意の２日間とすることができる

ものとする。  

２ 前項の任意の２日間は、予め曜日を定めるものとする。  

(実施期間) 

第３条  実施期間は、次条第１項の規定による届出の日から工事完成日まで

とする。ただし、次に掲げる期間又は日は実施期間に含めないものとする。  

（１）夏季休暇  

（２）年末年始休暇  

（３）国民の祝日 (国民の祝日に関する法律 (昭和２３年法律第１７８号 )に規

定する休日 (以下「祝日」という。 )) 

（４）改修工事の全部の施工を一時中止している期間  

（５）工場製作品の製作期間で現場を閉所している期間  

（６）休工日以外の現場の閉所日  

（７）余裕期間  

（８）その他、発注者と協議し、実施期間に含めないとする期間  

２ 週休２日の確保を事由にした工期の変更は行わない。  

 (実施方法 ) 

第４条  受注者は、改修工事の着手した日から７日以内 (日曜日、土曜日及び

祝日を含む )に週休２日工事実施届 (様式１)により発注者に届け出る。  

２  前項の規定により週休２日工事を実施するとした受注者は、実施期間中

の休工日においては次のとおりとする。  

（１）現場作業、書類の作成及び整理等、当該工事に関する作業を行わない

こととする。  
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（２）下請けを含む労働者に対し、休日を取得し、事務作業や他現場での作

業を行わないよう指導する。  

３  受注者は、次に掲げる理由により休工日に作業を行う必要が生じた場合

は、事前に発注者にその理由を報告し、休工日を別の日に振り替えること

ができる。ただし、休工日を起算日として前後２週間を超えて振り替える

場合は、休工日に含めないものとする。  

（１）第三者への損害及び生活環境への影響等の解決に対応するため  

（２）現場特性に対応するため  

（３）雨天等天候の理由により休工日以外の日を休工としたため  

４ 受注者は、前月の休工日の取得実績 (以下「取得実績」という。）を休工日

取得実績書  (様式２ )により当月の１５日までに発注者に報告する。  

５  受注者は、次に掲げる書面により工事完成予定日の３週間前までに発注

者に報告する。  

（１）前項に規定する取得実績の報告を行っていない取得実績及び工事完成

予定日までの休工日取得見込を記載した休工日取得実績書 (様式２ ) 

（２）前項の取得実績並びに前号の取得実績及び休工日取得見込その他必要

事項を記載した週休２日工事実績報告書 (様式３) 

６  受注者は、工事完成届の提出とあわせ、前項第２号に規定する週休２日

工事実績報告書 (様式３ )の作成日の翌日から工事完成日までの取得実績を

休工日取得実績書 (様式２ )により発注者に報告する。  

７  受注者は、週休２日工事を実施する場合には、現場内にその旨を周知す

る掲示物を掲載する。  

 

 

記載内容 (例) 用紙はＡ３以上とする  

 

 

 

 

 

 

週休２日工事  

この工事では、建設業の働き方改革を推進するため、  

週休２日を確保した工事の施工に取組んでいます。  

受注者  株式会社□□建設  



(達成状況) 

第５条  週休２日の達成状況は、次式を用いて算出した月単位の現場閉所率

により、別表第１のとおりとする。なお、式中の「各月の対象日数」は、各

月の第３条に定める期間とする。また、第４条第２項の規定による振り替

え後の休工日が前月又は次月となる場合でも当月の休工日とする。  

 

 

 

(工事評価) 

第６条  前条の達成状況が４週８休となる場合、工事評価にて評価をする。  

２  発注者は、受注者が休工日の確保を出来なかった場合、そのことによる

改善指示及び工事評価における減点等のペナルティーを科さないものとす

る。  

３ 工事評価を行わない工事については、第１項は適用しない。  

(費用の計上) 

第７条  本工事は、予定価格に次条に定める４週８休を達成した場合の費用

を計上しているが、達成状況が４週８休に満たない場合は、設計変更によ

り４週８休を達成した場合の費用を減額する。  

 (費用の算定方法 ) 

第８条  週休２日の取得に要する費用の算定方法は、別表第２に定める補正

係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、

市場単価及び物価資料の掲載価格 (材工単価 )の労務費)を補正する。  

 

 

附 則  

この特記仕様書は、平成３１年４月１日から適用する。  

附 則  

この特記仕様書は、令和２年１０月１日から適用する。  

附 則  

この特記仕様書は、令和６年４月１日から適用する。  

附 則  

月単位の現場閉所率＝  
各月の休工日  

各月の対象日数  



この特記仕様書は、令和６年１０月１日から適用する。  

 

 

別表第１(第５条関係 ) 

達成状況  月単位の現場閉所率  

４週８休  全ての月で２８．５％以上  

 

別表第２(第８条関係 ) 

 

 

 

 

 

 

  

達成状況  補正係数  

４週８休  １．０４  



(様式１) 

令和  年   月  日  

 

相模原市長  宛  

 

所在地  

受注者  名  称  

代 表  

 

 

週休２日工事実施届 

 

週休２日工事の実施について、次のとおり届け出します。  

工  事  名   

週休２日工事の実施※  実施します  ・  実施しません  

週休２日工事を実施する

とした場合の週休２日の

確保に向けた実施方法  

 

※いずれかに○印をしてください。  

 



 (様式２) 

令和  年  月  日  

 

相模原市長 宛 

 

所在地 

受注者 名 称 

代 表 

 

休工日取得実績書 

工事名  

工 期 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 まで 

 

令和  年  月分 

日 曜日 休工日 備考 日 曜日 休工日 備考 

１    １７    

２    １８    

３    １９    

４    ２０    

５    ２１    

６    ２２    

７    ２３    

８    ２４    

９    ２５    

１０    ２６    

１１    ２７    

１２    ２８    

１３    ２９    

１４    ３０    

１５    ３１    

１６        

 

当月の土曜日・日曜日の日数 当月の休工日 

日 日 

現場閉所率 =
当月の休工日

月の日数−祝日等の実施期間に含めない日数
=

    日

    日
=     % 

 

※備考欄には、休工日を取得できなかった理由及び振替日を記入してください 

※現場閉所率が２８．５％に満たないが当月の土曜日・日曜日の日数以上に休工日を取得してい

る場合、月単位の現場閉所率を達成しているものとみなす。 

※当月に該当する実施期間が短い等の理由により休工日が発生しない場合には、現場閉所率の算

出は不要です。



(様式３) 

令和  年  月  日 

  

相模原市長 宛 

                     所在地 

                受注者  名 称 

                     代 表 

 

週休２日工事実績報告書 

 

週休２日工事の実績について、次のとおり報告します。 

工事名  

 

年月 達成状況 年月 達成状況 

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

年   月  年   月  

 

※達成状況の欄には、各月に提出した休工日取得実績書の現場閉所率が２８．５％以上又は現場

閉所率が２８．５％に満たないが当月の土曜日・日曜日の日数以上に休工日を取得している場合

には「〇」、現場閉所率が２８．５％に満たない場合には「×」、実施期間が短い等の理由により

休工日が発生しなかった場合は現場閉所率の欄を「－」と記載する。 

 


